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一般事業主行動計画（第３回） 

 

 

 社員の働き方を見直し、特に女性社員の継続就業者が増えるよう、産前産後休業後における原職又は

原職相当職への復帰の為の業務内容や業務体制を見直し、小学校就学前の子供を育てる社員が利用でき

るフレックスタイム制を導入すると共に、働きやすい職場環境の整備策としてセクシャルハラスメント

の防止規定の強化を検討する。 

 

 

１、計画期間    ２０１３年１月１日から２０１８年３月３１日まで 

       

２、内容 

 

・目標１：産前産後休業後における原職又は原職相当職への復帰の為の業務内容や業務体制の見直し 

 

２０１３年１月～  意見の聴取 

        ２月～  就業規則（育児介護休業規定）の制定 

        ５月～  運用の強化 

 

・目標２：妊娠中や産休復帰後の女性社員のための相談窓口の設置 

 

２０１３年１月～  検討会を開き相談窓口の設置を推進する 

        ５月～  相談窓口を設置し社員に周知する 

 

・目標３：情報通信技術（ＩＴ）を利用した、場所・時間にとらわれない働き方の導入              

  

２０１３年２月～  就業規則（在宅勤務規定）の制定 

２０１４年５月～  就業規則（在宅勤務規定）の見直し 

１０月～  就業規則（在宅勤務規定）の改定 

 

・目標４：産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など、制度の周知や 

情報提供の実施 

 

２０１３年１月～  法に基づく諸制度の調査 

        ２月～  就業規則（育児介護休業規定）の制定 

        ４月～  制度の周知徹底 

２０１４年５月～  就業規則（育児介護休業規定）の見直し 

１０月～  就業規則（育児介護休業規定）の改定 

 


